
新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則 

平成１９年３月１日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年新潟

県後期高齢者医療広域連合条例第９号。以下「条例」という。）第４２条の規定に基づき、

必要な事項を定めるものとする。 

（個人情報取扱事務の届出事項） 

第２条 条例第６条第１項第９号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 個人情報取扱事務の届出年月日 

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令 

(3) 個人情報取扱事務のオンライン結合の状況 

(4) 個人情報取扱事務の外部委託の状況 

２ 条例第６条第１項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は個人情報取扱事務開

始届出書により、同条第２項の規定による変更又は廃止の届出は個人情報取扱事務変

更・廃止届出書により行うものとする。 

（本人への通知） 

第３条 条例第７条第４項の規定による本人への通知は、個人情報収集通知書により行う

ものとする。 

２ 条例第８条第４項の規定による本人への通知は、保有個人情報目的外利用等通知書に

より行うものとする。 

（保有個人情報開示請求書） 

第４条 条例第１４条第１項第３号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 希望する開示の方法 

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに当該

本人が未成年者若しくは成年被後見人である旨又は当該本人の委任がある旨 

２ 条例第１４条第１項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書とする。 

（本人等の確認に必要な書類） 

第５条 条例第１４条第２項（条例第２６条第３項及び第３０条第２項において準用する

場合を含む。）の個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類 

(2) 代理人が開示請求をする場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、

成年後見に関する登記事項証明書又は委任状その他代理人であることを証明する書類 

（保有個人情報開示決定通知書等） 

第６条 条例第１８条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書 

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書 

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定  保有個人情報不開示決定通知書 



（保有個人情報開示決定等期間延長通知書） 

第７条 条例第１９条第２項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書

とする。 

（第三者保護に関する手続） 

第８条 条例第２１条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求年月日 

(2) 開示請求に係る保有個人情報 

(3) 意見書の提出を求める理由 

(4) 意見書の提出先及び提出期限 

２ 条例第２１条第１項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に係る意見照会

書により行うものとする。 

３ 条例第２１条第２項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書

により行うものとする。 

（開示の方法） 

第９条 条例第２２条第１項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる保有個人情報の区

分に応じ、当該各号に定める方法とする。 

(1) フィルム（マイクロフィルムを除く。）、録音テープ及び録画テープに記録されてい

る保有個人情報 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの当該保有個人情報に係

る部分の視聴 

(2) 磁気テープ（録音テープ及び録画テープを除く。）、磁気ディスク、光ディスク及び

マイクロフィルム（以下この号において「磁気テープ等」という。）に記録されている

保有個人情報 当該磁気テープ等から通常の方法により印字装置を用いて出力した物

の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付 

 （事案の移送） 

第９条の２ 条例第２２条の３第１項及び条例第２７条の３第１項に規定する書面は、事

案移送通知書とする。 

（口頭による開示請求） 

第１０条 条例第２３条第１項に規定する書類は、次の各号のいずれかに該当する書類と

する。 

(1) 運転免許証 

(2) 旅券 

(3) 開示請求に係る自己情報が試験に係る自己情報である場合にあっては、当該試験の

受験票 

(4) その他請求をする者本人であることを証明するものとして広域連合長が認めた書類 

（費用の納付等） 

第１１条 条例第２４条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおり

とする。ただし、同条第２項に該当する場合は、この限りでない。 

２ 条例第２４条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵

便料金相当額とする。 

３ 条例第２４条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければなら



ない。 

４ 条例第２４条第２項の規定により交付に必要な費用の免除を受けようとする者は、保

有特定個人情報の写し等の交付に要する費用負担免除申請書を実施機関に提出しなけれ

ばならない。 

５ 広域連合長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、写

しの交付に要する費用の免除の可否を決定し、保有特定個人情報の写し等の交付に要す

る費用負担免除可否決定通知書により、同項の規定による申請をした者に通知するもの

とする。 

６ 保有個人情報の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

（保有個人情報訂正請求書） 

第１２条 条例第２６条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、本人に代わって代

理人が保有個人情報の訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び

住所並びに当該本人が未成年者若しくは成年被後見人である旨又は当該本人の委任があ

る旨とする。 

２ 条例第２６条第１項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書とする。 

（保有個人情報訂正決定通知書等） 

第１３条 条例第２７条第１項又は第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部について訂正をする旨の決定 保有個人情報訂

正決定通知書 

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部について訂正をする旨の決定 保有個人情報部

分訂正決定通知書 

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の全部について訂正をしない旨の決定 保有個人情報

不訂正決定通知書 

 （保有個人情報訂正内容通知書） 

第１３条の２ 条例第２７条の２に規定する書面は、保有個人情報訂正内容通知書とする。 

（保有個人情報訂正決定等期間延長通知書） 

第１４条 条例第２８条第２項において準用する条例第１９条第２項の書面の様式は、保

有個人情報訂正決定等期間延長通知書とする。 

（保有個人情報利用停止等請求書） 

第１５条 条例第３０条第１項第４号の規則で定める事項は、本人に代わって代理人が保

有個人情報の利用停止等請求をする場合における当該利用停止等請求に係る本人の氏名

及び住所並びに当該本人が未成年者若しくは成年被後見人である旨又は当該本人の委任

がある旨とする。 

２ 条例第３０条第１項に規定する書面は、保有個人情報利用停止等請求書によるものと

する。 

（保有個人情報利用停止等決定通知書等）  

第１６条 条例第３１条第１項又は第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 利用停止等請求に係る保有個人情報の全部について利用停止等をする旨の決定 保



有個人情報利用停止等決定通知書 

(2) 利用停止等請求に係る保有個人情報の一部について利用停止等をする旨の決定 保

有個人情報部分利用停止等決定通知書 

(3) 利用停止等請求に係る保有個人情報の全部について利用停止等をしない旨の決定 

保有個人情報不利用停止等決定通知書 

（保有個人情報利用停止等決定等期間延長通知書） 

第１７条 条例第３２条第２項において準用する条例第１９条第２項の書面の様式は、保

有個人情報利用停止等決定等期間延長通知書とする。 

（諮問をした旨の通知） 

第１８条 条例第３４条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

によるものとする。 

（運用状況の公表） 

第１９条 条例第４０条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うもの

とする。 

 （様式） 

第２０条 この規則に定める書類の様式は、広域連合長が別に定める。 

（補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年８月３１日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、番号法附則第１条第４号に掲げる規定の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成３０年２月２４日規則第１号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第１１条関係） 

保有個人情報が記録さ

れた行政文書の種類 
写しの作成の方法 金  額 

文書 図画 写真 

乾式複写機による写し（単色

刷り） 
１枚につき    １０円 

乾式複写機による写し（多色

刷り） 
１枚につき    ８０円 

電磁的記録 

録音テープに複写したもの 
１巻（１２０分）につき 

３００円 

ビデオテープに複写したも

の 

１巻（１２０分）につき 

４００円 

電磁的記録媒体に複写した

もの 
１枚につき   ２００円 

備考 

１ 行政文書（電磁的記録を除く。）の写しを交付する場合は、日本工業規格

Ａ列３番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたと

きの写しの枚数は、日本工業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の枚数に

換算して算定する。 

２ 用紙の両面に印刷された文書、図画又は写真等については、片面を１枚と

して算定する。 


